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青色決算と青色決算と 

消費税等の消費税等の 

説明会を開催説明会を開催

《事前に電話でご予約を》

会　場予 約 開 始 日 等相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所
２階
相談室

午前８時半
から電話で 
広報課
�７０・７７７７

（代）

１１月２４日（木）
弁護士いずれも水曜日

午前１０時から

７日・１４日
法 律 相 談

１２月１５日（木）２１日

１２月２日（金）司法書士７日（水）午後１時から登 記 相 談

１２月２日（金）土地家屋調査士７日（水）午後１時から表 示 登 記 相 談

１２月９日（金）税理士１４日（水）午後１時から税 務 相 談

１２月６日（火）人権擁護委員２１日（水）午後１時から人権身の上相談

１２月１６日（金）宅地建物取引主任者２１日（水）午後１時から不 動 産 相 談

１２月８日（木）行政書士１４日（水）午前１０時から
相続・遺言・成年
後見等手続相談

前日までに産業振興課労政
商工係�７０・７７４３

市商工会
経営指導員

１日（木）
午後１時～４時経 営 相 談

男女平等
推進

センター

午前９時か
ら男女平等
推 進 セ ン
ター
�７２・００６１

１１月２１日（月）女性
カウンセラー

いずれも月曜
日午後１時半
～４時半

５日・１２日女性の悩みごと
相 談 １２月５日（月）１９日・２６日

１１月１８日（金）女性弁護士２日（金）午前９時半～
午後零時半

女性弁護士による
法 律 相 談

市役所１階
屋内ひろば

前日までに同協会事務局・桑原
建築設計事務所�７６・１５１５へ。

東久留米
建築設計協会

１４日（水）
午後２時～５時耐 震 相 談 会

中央相談室�７３・３６６７
（成美教育文化会館内教育センター）

教育相談員
午前１０時～
午後５時　
※電話相談も可

火曜～土曜日
教 育 相 談 室

滝山相談室�７５・８９０９
（西中学校隣）月曜～金曜日

子育て支援課�７０・７７３６母子自立支援員開庁日母 子 相 談

◆東久留米市の行政相談員…栄田征子氏（本町、�７１・２４１６）▽小山正勝氏（小山、�７１･３９５５）▽篠宮松美氏（南町、�６５・１８３９）

　※東京都でも、交通事故相談�０３・５３２０・７７３３やヤミ金被害者相談�０３・５３２０・
４７２７を行っています。予約制でなく当日受け付けのため、詳しくはお問い合わせを。

《直接会場へどうぞ》

会　場相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所１階相談室
知的障害者相談員 １４日（水）午前１０時～正午知的障害者相談
身体障害者相談員 ９日（金）午前１０時～正午身体障害者相談

さいわい福祉
センター

さいわい福祉
センター指導員２４時間随時�７７・２７１１心身障害者（児）

相 談

保健福祉センター保健師、栄養士、
歯科衛生士

開庁日
※電話相談も可�７７・００２２

総合相談窓口
（保健・医療等）

市役所２階相談室獣医師１６日（金）午後１時半～２時半動物なんでも相談
市役所６階

ワークコーナー
ハローワーク
三鷹職員

開庁日の
午前９時～午後５時職 業 相 談

市役所２階相談室市住宅増改築等
斡旋事業登録団体協議会

８日（木）
午前１０時～午後４時住宅増改築相談

市民生活館１階消費生活相談員平日の午前１０時～午後４時
※電話相談も可�７３・４５０５消 費 者 相 談

東久留米市社会
福祉協議会

市民ボランティア
相談員

月曜・水曜・金曜日の
午前１０時～午後４時
�７４・４２９４

電話なんでも相談
（東久留米市社
会福祉協議会）

《訪問します》

ご自宅助産師訪問希望の方は健康課
�７７・００２２妊婦訪問相談

　　　　　　　　　　　　　市・都民税と所得税の算出表　　　　　　単位（円）
二人世帯一人世帯

公的年金等収入区分
合　 計所得税市・都民税合 計所得税市・都民税

００００００１,５５０,０００①
０００２,００００２,０００１,５８０,０００②
０００３８,２００３０,４００７,８００１,９６０,０００③

４,０００４,００００４３,０００３４,４００８,６００２,０１０,０００
９,６００９,６０００４９,７００４０,０００９,７００２,０８０,０００
１２,８００１２,８０００５３,５００４３,２００１０,３００２,１２０,０００④
２４,５００２３,２００１,３００６５,９００５３,６００１２,３００２,２５０,０００
３３,３００２５,６００７,７００６８,８００５６,０００１２,８００２,２８０,０００
４９,５００３９,２００１０,３００８５,０００６９,６００１５,４００２,４５０,０００⑤
７１,７００４０,０００３１,７００１１７,４００７０,４００４７,０００２,４６０,０００
７６,８００４３,２００３３,６００１２２,４００７３,６００４８,８００２,５００,０００
９７,０００５６,０００４１,０００１４２,６００８６,４００５６,２００２,６６０,０００⑥

　※公的年金等収入とは、国民年金、厚生年金、公務員等の共済組合年金や過去の勤務により会社などから支払
われる年金などです。
　※所得控除は一人世帯の場合基礎控除（市・都民税３３万円、所得税３８万円）のみで計算しています。また、二
人世帯の場合基礎控除および配偶者控除（市・都民税３３万円、所得税３８万円）で計算しています。そのほか社会
保険料控除等は含まれていません。
　※所得税には、公的年金等で差し引かれた源泉徴収税額も含む。
　�  ①の年金収入までの方は市・都民税および所得税は課税されません（全世帯）
　�  年金収入①を超え②までの方は市・都民税が課税されます（一人世帯）
　�  ③の年金収入までの方は市・都民税および所得税は課税されません（二人世帯）
　�  年金収入③を超え④までの方は所得税のみが課税されます（二人世帯）
　�  ⑤の年金収入までの方は市・都民税が３分の２減額されます。表の市・都民税は減額後です（全世帯）
　�  ⑥の年金収入までの方は市税条例の改正に伴い市・都民税が課税になりました（全世帯）

　

年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
税
制

改
正
に
よ
り
公
的
年
金
控
除
額
の

う
ち
、
年
齢　

歳
以
上
の
方
に
対

６５

消費税について…

　

東
村
山
税
務
署
で
は
、
所
得
税

の
青
色
申
告
を
し
て
い
る
方
を
対

象
に
、「
青
色
申
告
決
算
書
の
作

成
」「
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税
」
な
ど
の
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。

年金の控除額等が年金の控除額等が 

変 わ り ま す変 わ り ま す

　

内
容
は
、
決
算
の
仕
方
を
中
心

に
確
定
申
告
に
当
た
っ
て
の
留
意

事
項
や
青
色
申
告
決
算
書
の
作
成

要
領
、
消
費
税
法
等
の
概
要
な
ど

を
分
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。

ま
た
、　

年
度
の
消
費
税
法
の
改

１５

正
等
、
多
く
の
個
人
事
業
者
に
関

係
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
説
明
も

行
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

夜
間
・
休
日
納
税
相
談
窓
口
を
開
設

平
日
の
昼
間
、
仕
事
等
で
お
忙
し
い
方

ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。
市
・
都
民
税
、

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、
国

民
健
康
保
険
税
等
の
市
税
の
納
め

忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
仕
事
な

ど
で
平
日
の
相
談
が
困
難
な
方
は
、

ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
ご
利
用
の
際
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

な
お
、
税
証
明
の
発
行
や
課
税
の

相
談
は
で
き
ま
せ
ん
。

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】　

月　

日
（
火
）・　

１１

２９

１２

月
１
日
（
木
）
の
い
ず
れ
も
午
後

８
時
ま
で

休
日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】　

月
３
日
（
土
）・
４

１２

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

〜
午
後
４
時

　
【
会
場
】
夜
間
・
休
日
の
い
ず
れ

も
納
税
課
（
市
役
所
２
階
）

　

詳
し
く
は
同
課 
�　

・
７
７
３

７０

０
へ
。

　
【
日
時
】　

月
７
日
（
水
）
▽
不

１２

動
産
所
得
の
あ
る
方
＝
午
前　

時
１０

〜
正
午
▽
事
業
所
得
の
あ
る
方
＝

午
後
１
時
半
〜
４
時

　
【
会
場
】東
久
留
米
市
役
所
市
民

プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

　

詳
し
く
は
東
村
山
税
務
署
個
人

課
税
第
１
部
門
審
理
・
指
導
担
当

�
０
４
２
・
３
９
４
・
６
８
１
１

へ
。

し
上
乗
せ
し
て
適
用
さ
れ
る
部
分

が
廃
止
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
老

年
者
控
除
の
廃
止
や
前
年
の
合
計

所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の

方
に
対
す
る
市
・
都
民
税
の
非
課

税
を
廃
止
す
る
な
ど
算
出
方
法
が

大
き
く
変
わ
り
ま
す
。
な
お
、　
１８

年
度
は
年
齢　

歳
以
上
（　

年
１

６５

１７

月
１
日
現
在
）
の
方
で
前
年
の
合

計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下

の
方
の
所
得
割
お
よ
び
均
等
割
の

税
額
を
３
分
の
２
減
額
し
ま
す
。

　

※
公
的
年
金
の
収
入
が
昨
年
と

同
じ
金
額
の
方
で
も
（
昨
年
非
課

税
の
方
で
も
）、下
表
の
よ
う
な
税

額
と
な
り
ま
す
。

　

※
老
年
者
控
除
の
廃
止
に
伴
い
、

寡
婦
・
寡
夫
控
除
の
要
件
が
何
歳

で
も
控
除
が
で
き
る
よ
う
に
変
わ

り
ま
す
。

そ
の
ほ
か
の
市
・
都
民
税

の

変

更

点

　
　

年
度
か
ら
①
生
計
同
一
の
妻

１８
に
対
す
る
均
等
割
が
４
０
０
０
円

（
現
在
２
０
０
０
円
）に
な
り
ま
す

②
定
率
減
税
は
所
得
割
の
７
・
５

�
。
た
だ
し
上
限
２
万
円
（
現
在

　

�
で
上
限
４
万
円
）
に
な
り
ま

１５す
　

詳
し
く
は
課
税
課
市
民
税
係

（
内
線
２
３
３
３
〜
２
３
３
７
）へ
。

納
税
に
ご
協
力
を

納
税
に
ご
協
力
を

　
　

月　

日
（
水
）
は
、
国

１１

３０

民
健
康
保
険
税
第
５
期
の
納

期
限
で
す
。
最
寄
り
の
金
融

機
関
・
郵
便
局
で
お
納
め
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
納
税
課 
�　

・
７０

７
７
３
０
へ
。

６５歳以上の方へ６５歳以上の方へ

昭和１５年１月２日以前生まれの

都
営
住
宅
の

都
営
住
宅
の

地
元
入
居
者
を
募
集

地
元
入
居
者
を
募
集

　

都
営
住
宅
の
地
元
割
り
当
て

分
の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
募
集
住
戸
】各
３
人
以
上
向

▽
幸
町
一
丁
目
＝
１
戸
▽
中
央

町
二
丁
目
＝
１
戸　

　
【
申
込
資
格（
家
族
）】　

次
の

①
〜
④
の
す
べ
て
に
該
当
す
る

方
。
①
申
込
者
本
人
が
市
内
に

居
住
す
る
成
年
者
（　

歳
未
満

２０

の
既
婚
者
を
含
む
）
で
あ
る
こ

と
②
現
に
同
居
し
、
ま
た
は
居

住
し
よ
う
と
す
る
親
族
が
い
る

こ
と
③
所
得
が
定
め
ら
れ
た
基

準
内
で
あ
る
こ
と
④
住
宅
に

困
っ
て
い
る
こ
と

　
【
募
集
案
内
等
の
配
布
場
所
】

　

月　

日
（
火
）
〜　

日
（
火
）

１１

１５

２２

に
地
域
政
策
課（
市
役
所
５
階
）、

上
の
原
・
滝
山
・
ひ
ば
り
が
丘

の
各
出
張
所
で

　

申
し
込
み
は
募
集
案
内
に
同

封
の
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
、　

月　

日（
金
）ま
で
に

１１

２５

郵
送
で
市
役
所
へ
届
い
た
も
の

に
限
り
受
け
付
け
ま
す
（
窓
口

で
の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ

ん
）。

　

詳
し
く
は
同
課
住
宅
政
策
係

�　

・
７
７
６
４
へ
。

７０

税税税税税税税税税税

のののののののののの

情情情情情情情情情情

報報報報報報報報報報

税

の

情

報

� �������������������������������������������������������������

　１５年度の税制改正で、事業者

免税点制度の適用上限が３,０００

万円から１,０００万円に引き下げ

られたことにより、１５年分の課

税売上高（事業収入から消費税

の課税されない収入を差し引

いた金額）が１,０００万円を超え

る事業者の方は、１７年分の消費

税および地方消費税の申告が

必要となる場合があります。ま

た、消費税の課税事業者の方に

ついては、原則、帳簿の記載や

請求書・領収書等の保存が必要

となります。


